
６月７日㈪ ⑤

６月２日㈬ ③

６
月
１
日
㈫

②

６月８日㈫ ⑥

６月９日㈬ ⑦

6月1日 (火) 午後11時から

6月2日 (水) 午前　5時まで

6月2日 (水) 午後11時から

6月3日 (木) 午前　5時まで

6月3日 (木) 午後11時から

6月4日 (金) 午前　5時まで

6月7日 (月) 午後11時から

6月8日 (火) 午前　5時まで

6月8日 (火) 午後11時から

6月9日 (水) 午前　5時まで

6月9日 (水) 午後11時から

6月10日 (木) 午前　5時まで

青葉町の一部
北４～５条東５丁目
北４～５条東６丁目

高砂町の一部
東陵町の一部

高砂町の一部
東陵町の一部
公園町の一部
大町の一部

⑤

⑥

②

③

④

⑦

三住町
三楽町の一部

三楽町の一部
北７～１１条東４丁目
北７～１１条東３丁目
北７～１１条東２丁目
北７～９条東１丁目

三楽町の一部
青葉町の一部
東陵町の一部

令和 ３年度 洗管作業区域 その２

6月1日（火）～6月9日（水）


